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１．目的・適用 

建設工事書類標準化ガイドの位置づけ 

 
〇本ガイドは、建設工事の関係書類について、本市における「標準的な仕様」を示すと共

に「簡素化」を図るための方法を紹介する。 
〇受注者及び発注者、監督員、検査員は本ガイドに基づき工事の円滑な施工、検査をおこ

なうものとする。 
〇監督員・検査員は、不要な書類の提出・掲示を求めないこと。 
〇受注者は、不要な書類を作成しないこと。 
〇受注者の社内で必要とされる工事書類の作成を妨げるものではない。 
〇法令等に規程されて書類の作成は適正におこなうものとする。 
 

監督員の業務内容と心得 

・任命された監督員は、次の権限を有します。 
①受注者に対する指示・承諾・協議（契約の履行の関する範囲）。 
②工事施工のための詳細図等の作成と交付。 
③受注者が作成した詳細図等の承諾。 
④工程の管理 
⑤立ち合い（工事施工状況の検査・材料の試験、検査） 
 
・監督員としてまず心がける事とは。 
厳正かつ公平に。 
①受注者の業務上の秘密を、他に漏らしてはいけない。 
②施工計画書や工程表を審査し、内容を把握する。 
③常に工事現場の状況を把握しておく。 
④工事現場に立ち会うときは、以下の物を持っていく。 
 必要な設計書 
 指示書・承諾書 
 材料使用届資料 
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2．工事の流れ 

工事の契約から完成まで 
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３．情報共有システム（ASP） 

情報共有システム（ASP）を活用し対象書類は電子データで管理 

 
〇情報共有システム（ASP）は、工事書類の作成や受発注者間のやりとりについて WEB

を通して行うシステムで、電子データで管理。 
〇工事書類の処理の迅速化を図り、建設現場の働き方改革、生産性の向上に努める。 
〇対象工事書類等は「情報共有システム実施試行方針」「情報共有システム対象書類一覧」

を参照。 
〇情報共有システム（ASP）で扱った書類は、別途「紙」での提出は不要。 
〇システム使用料は共通仮設費の中に含まれており、発注の際に特記仕様書に情報共有

システム（ASP）対象工事である旨を記載し「発注者指定型」又は「受注者希望型」で
発注すること。 

 

４．週休２日制工事 

週休２日制を標準とした取組を進め労働環境改善を目指す 

 
〇休日確保に向けた環境整備を行い、労働者に適切な休日を確保する。 
〇対象工事、経費計上等は「桜川市が発注する週休２日制施行工事の方針」「週休２日制

促進工事における経費補正等基準」を参照。 
〇発注の際に特記仕様書に週休２日制対象工事である旨を記載し「発注者指定型」又は

「受注者希望型」で発注すること。 
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５．提出書類・掲示物（受注時） 

受注時における提出書類一覧表 

 

 

現場に掲げるもの一覧表 

 

 
※現場ごとに公衆が見やすい場所に掲げなければならないと規程 
 

 名称 提出時期 根拠
 建設工事契約書 

（契約額 500 万円以上はﾘｻｲｸﾙ）

入札日を含め 5 日以内 建設工事執行規則 

 工程表 契約締結後 7 日以内 建設工事請負契約約款第 3 条
 現場代理人及び主任・監理

技術者等選（改）任通知書
契約締結後原則とし
て 7 日以内

建設工事請負契約約款第 10 条

 コリンズへの登録 契約額 500 万円以上の
建設工事契約締結後
10 日以内

茨城県土木工事共通仕様書 1-1-1-5

 施工体制台帳・再下請負通
知書・施工体系図

契約締結後遅滞なく
速やかに

茨城県土木工事共通仕様書 1-1-1-
10

 建設業退職金共済組合証
紙購入状況報告書

契約締結後 30 日以内

 名称 提出時期 根拠
 建設業の許可表 契約締結後遅滞なく

速やかに
建設業法施工規則第 25 条

 施工体系図 契約締結後遅滞なく
速やかに

建設業法第 24 条の７第 4 項

 労災保健関係成立票 契約締結後遅滞なく
速やかに

労働保健徴収法施行規則第 77 条

 再資源使用（促進）計画書 
※発生土の搬出がある場合

契約締結後遅滞なく
速やかに

資 源 有 効 利 用 促 進 法 省 令 改 正
R5.5.26 施行

 建退共加入標識 契約締結後遅滞なく
速やかに
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６．コリンズ（CORINS）登録 

登録の確認にあたり書類の作成は不要 

 
受注者は、工事を受注・契約したときは、コリンズ（CORINS）の登録手続きを行ってくだ
さい。 
 
・受注登録・・・工事を受注した際  
・変更登録・・・工期・配置技術者に変更があった際 
  ※工事請負代金のみの変更の場合は、途中での変更登録を必要としない。 
・登録確認依頼は、コリンズのシステムからの監督員へのメール送信のみ。 

※別途、紙の確認資料の提出は不要。 
・監督員はメール送信された登録内容を確認のうえ、送信されたメールに直接「本件の登録
を認める」ことを記載し、受注者宛返信すれば良い。 
  ※署名、押印は不要であり、紙資料の打ち出し不要。 
・変更時と工事完成時の間が土・日曜日、祝日を除き 10 日に満たない場合は、変更時の登
録は不要。 
・竣工登録は、完成検査後の登録でも良い。 
・変更契約により変更請負代金額が 500 万円以上となった場合には、登録を行うこと。 
・変更後請負代金額が 500 万円未満になっても引き続き登録を行う。 
 

7．設計図書の照査 

照査の結果により生じた、計画の見直し、図面の作成、構造計算、 
追加調査等の書類作成は原則発注者の責任で 
 
【発注者が実施する部分】 
・照査結果により生じた計画の見直し、図面の再作成、構造計算の再計算、追加調査等。 
（受注者に作成を指示する場合は、その費用を発注者が負担する） 
 
【受注者が実施する部分】 
・設計照査の結果を説明するための資料作成。 
（現地地形図、設計図書との対比図、取り合い図、施工図等） 
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8．施工計画書 

設計照査の後に工事内容が確定してから施工計画書を作成し提出す
ればよい 
 
・施工計画書は工事着手前に監督員に提出しなければならない。 
ただし、設計照査等ににょり施工内容が確定されていない工種については、内容が正式に確
定されてから、施工計画書を提出すれば良い。 
・準備工の着手にあたっては、以下の必要最小限の項目について施工計画書を提出すれば良
い。 
 〇現場組織図 〇準備工の施工方法 〇安全管理 〇緊急時の体制及び対応 
 〇再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法（必要に応じ提出） 
（竣工までに必要な書類） 
１、工事概要 （工事概要・工事内容） 
・工事概要は、工事名、工事箇所、工期、契約金額、発注者、施行者などを記載する。 
・工事内容は、請け負った工種、規格、数量などを記載する。 
 
２、計画工程表 
・クリティカルパス等を用いた詳細な工程表が望ましいが、契約工程表のコピーを使用して
もよい。 
・週休２日制の対象工事の場合は、週休２日制の導入実績工程表（休工日を明確にした）を
添付すること。 
 
３、現場組織図票 
・安全管理担当、施工管理担当、資機材管理担当、事務担当など明確にした図を作成する。 
 
４、指定機械 
・設計図書で指定されている機械（騒音振動、排出ガス規程など）記載する。 
 
５、主要船舶・機械 
・設計図書で指定機械以外の主要機械等を記載する。 
 
６，主要資材 
・主要資材は、品名、規格、数量、納入業者名等を記載する。 
・納入業者名の記載は、製造者ではなく実際の納入業者名を記載する。 
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７、施工方法 （工事施工の手順概要・測量、準備工・作業方法・仮設計画書） 
・工事施工の手順概要は、工事全体の流れを把握するため準備工から後片付けまでフローチ
ャートなどを用いて分かりやすく作成する。 
・施工方法は、工種ごとに詳細に作成する。 
例）材料は、再生密粒度アスコン（13）を使用し、敷均しは、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ（3ｍ級）で行
う。転圧は、小型振動ﾛｰﾗ（4ｔ級）にて締め固める、など。 
 
８、施工管理計画（品質管理、出来形管理、写真管理、段階確認） 
・品質管理 
試験基準は、茨城県建設工事必携を参照。 
例） 

 
・出来形管理 
規格値は、茨城県建設工事必携を参照。 
例） 

 
・写真管理 
撮影箇所、頻度など茨城県建設工事必携を参照。 

 
・段階確認 
事前に「段階確認願」により予定時期を報告し、監督職員の指示の元、段階確認を受ける。 
監督員の指示にあった場合にも立ち合い確認を受ける。 

 工種 名称 試験項目 試験方法 試験基準 回数 規格値等
 舗装工 表層 温度測定（初期転

圧）
温 度 計 に
よる

随時 3 110℃以上

 コ ア ー 採 取 に よ
る密度試験

舗 装 調 査
試 験 法 便
覧(3)-91

2,000 ㎡未
満は 3 回

3 X10-96％以上 
X6-96％以上 
X3-96.5％以上

 工種 名称 測定項目 測定基準 回数 規格値 社内規格値 備考
 舗装工 表層 厚さ 500 ㎡に 1 個 3 個々の値-7 ㎜ -〇〇㎜
 幅 80m ごと 7 -25 ㎜ -〇〇㎜
 平坦性 車線ごと 2 2.4 ㎜以下 〇〇㎜以下

 編 章 節 工種 写真管理項目 提 出 頻
度

摘要
 撮影項目 撮影頻度
 土木工事

共通
一 般
施行

一 般
舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

工表層工

整正状況 400m1 回 代表箇所
 ﾀｯｸｺｰﾄ 各層毎 1 回 代表箇所
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９、安全管理（安全管理対策、安全管理組織表、保安施設位置図） 
・安全管理対策 
１．安全衛生責任者を選任し安全衛星協議会の設置・運営、作業時間の連絡・調整、作業場
所の入場者教育を行う。 
２．作業員への新規入場者教育を行う。 
３．危険・有害な業務は、有資格者のなかから作業主任者を選任する。 
４．作業員の業務内容の周知徹底や、作業場所の整理整頓、使用機械の点検整備、保安整備
等など安全対策について記載する。 
５．安全管理組織表の作成。 
安全管理者を選任し、その安全に係る技術的な事項を管理させる。 
また、常時 50 人以上（ずい道等の建設の工事または圧気工事・一定の橋梁架設工事の場合
は 30 人以上）は総括安全衛生責任者の配置を配置する。 
 
10、緊急時の体制及び対応（組織表、緊急時の連絡系統図） 
・大雨、台風、地震発生等の天災に備えて、予めその対策を定めておくものとする。 
※作業中止基準および対策策については各社記載する。 
 
11、交通管理 
・一般車両および歩行者の安全確保。 
（安全な歩行者通路の確保、一般車両の交通の支障とならないように管理する） 
・輸送に関する安全対策。 
（交通法規を遵守するように教育指導する、過積載防止を徹底する） 
 
12、環境対策 
・騒音、振動対策 
（建設機械類の高出力運転を避ける、場内の徐行運転） 
・水質汚濁対策、土砂流出、油脂類流出 
・ごみ、ほこり対策 
（路面清掃等、積荷の飛散防止、必要に応じて散水） 
 
13、現場作業環境の整備 
・現場環境に応じた危険防止措置 
・熱中症対策（桜川市熱中症対策に要する経費補正試行方針） 
・盗難防止対策 
・地域連携（第三者が確認できる場所に掲示） 
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14、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または
搬出する場合には、施工計画書作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換シス
テム（COBRIS）に入力すること。 
 
・監督員へ提出するもの 
対象 
ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄおよび鉄からなる建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄ、建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設汚泥、建設混合廃棄物、建設発生木材など 
 
施工計画書に含め提出および公衆が見やすい場所に現場掲示 
搬入する場合・・・再生資源利用計画書 
搬出する場合・・・再生資源利用促進計画書、建設廃棄物処理計画書 
 
工事完了後 
実施状況を記録した再資源利用実施書、再資源利用促進実施書、建設廃棄物処理実施書を提
出する。 
 
   建設廃棄物処理実施書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 再資源利用計画書            再資源利用促進計画書 
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15、その他 
・工事施工にあたり必要な届出や許可申請の手続き資料。 
・地元への周知関係資料。 
 
変更施工計画書は、施工計画に大きく影響のない場合は提出不要 
 
・数量のわずかな増減等の軽微な変更で、施工計画に大きく影響しない場合については新た
に変更施工計画書の作成、提出は不要。 
・現場条件又は施工計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更施工計
画書を提出すること。 
（軽微な変更の事例） 
※工期末の清算変更、施工方法の変更を伴わない工事中の数量の増工など。 
※竣工前のわずかな工期変更など。 
 
変更施工計画書は、変更箇所のみ抜粋して提出すれば良い 
 
・変更施工計画書は、変更が生じないべージを改めて提出する必要はない。 
・項目の追加等によるべージ番号、項目番号等の修正を行う日必要はない。 
 

9．施工体制台帳 

下請負人通知書は、提出不要 
 
・下請負人通知書は提出不要。監督員から請求があった場合は提出。 
 
施工体制台帳の添付書類の提出は必要最低限 
 
・警備会社、測量会社、資材業者、運搬業者などは作成不要。 
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元請 A が作成するもの 
・施工体系図 
・１次下請 B 下請 C 下請 D との 

施工体制台帳・契約書写し・作業員名簿・技術者の雇用関係を証明できるものの写し 
 
１次下請 B が作成するもの 
・２次下請 E 下請 F との 

施工体制台帳・契約書写し・作業員名簿・技術者の雇用関係を証明できるものの写し 
 
１次下請 C が作成するもの 
・なし 
 
・１次下請 D が作成するもの 
・２次下請 G との 

施工体制台帳・契約書写し・作業員名簿・技術者の雇用関係を証明できるものの写し 
 

２次下請 E が作成するもの 
・３次下請 H との 

施工体制台帳・契約書写し・作業員名簿・技術者の雇用関係を証明できるものの写し 
 

２次下請 F 下請 G ３次下請 H が作成するもの 
・なし 
 
【施工体制台帳に添付を必要とする書類】 
・発注者との契約書の写し。 
・下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し。（請書および基本契約書の写し） 
・元請の配置技術者が主任（監理）技術者資格を有することを証する書面。 
（監理技術者は、監理技術者証の写しに限る） 
・専門技術者を置いた場合は、資格を有することを証する書面。 
（国家資格等の技術検定合格証明書等の写し） 
・作業員名簿 
・主任（監理）技術者、監理技術者補佐および専門技術者の雇用関係を証明できるものの写
し（健康保険所の写し・雇用証明書・雇用保険被保険者資格取得確認等通知書・健康保険被
保険者標準報酬決定通知書・住民税特別徴収税額通知書など） 
※技術者が社長である場合、桜川市入札参加をしている業者は、雇用証明免除。していない
業者は、社長である確認資料を添付する。 
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【施工体制台帳に添付が不要な書類】 
・建設業許可などの写し 
・請負会社の厚生年金保健や雇用保険加入を証明するものの写し 
・見積依頼書の添付 
・技術者配置要件以外の資格や実務経歴の写し 
 
施工体系図（参考） 
 
 
 
 
 
 
 
施工体制台帳（参考）               作業員名簿（参考） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業員名簿の変更は他の変更に併せて提出すればよい 
 
・作業員名簿（現場代理人、主任技術者等を含む）の提出が必要。 
・他の様式に変更が生じない場合は、工事着手と工事完了時に提出すればよい。 
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工事担当技術者台帳、役割分担表の作成は不要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10．建設業退職金共済証紙 

建設業退職金共済手帳の写しは不要 
 

請負契約締結後３０日以内（電子申請方式は４０日以内）に「掛金収納書提出用台紙（様
式第 033 号）」（電子申請方式は「掛金収納書（電子申請方式）」を作成し、発注者あて提出
するものとする。 
・工事の完成時には、「建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（様式第 031 号）を作成
し、発注者あて提出するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       掛金収納書提出用台紙    建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 
 
【参考】 
※発注者は、掛金充当実績総括表の確認は、「掛金充当日数」と掛金収納書における「証紙
購入日数」を照合し、概ね齟齬がないことを確認すること。掛金充当日数が共済証紙の購入
日数を大幅に下回る場合（※）は、必要に応じて、元請事業主に下請事業主の就労状況報告
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書や工事別共済 証紙受払簿等の提示を求め、対応について徴取する。 
 
※当面は３／４を目安とする ※（電子申請方式の場合）発注者は、掛金充当実績総括表の
確認は、「掛金充当日数」と掛金収納書における退職金ポイントの「購入日数」を照合し、
概ね齟齬がないことを確認する。掛金充当日数が退職金ポイントの購入日数を大幅に下回
る場合（※）は、必要に応じて、元請事業主に下請事業主の就労状況報告書や掛金充当書等
の提示を求め、対応について聴取する。※当面は３／４を目安とする。  
 

1１．材料使用届 

ASP で提出する場合、添付資料（品質証明資料等）が多く効率的で
ない場合は、紙による提出でも可 
 
・工事で使用する材料は、使用前に「材料使用届」を提出し承認を受けてから使用します。 
・ASP 対応工事の場合、基本原則紙媒体での納品は行わないこと。ただし、膨大であるなど
効率化に繋がらないと判断されるものについては、ASP の対象としない。 
 
【変更】 
・追加変更がある場合は、再届出が必要。数量のみの変更は提出する必要なし。 
・材料納入伝票について、監督員から請求があった場合は掲示または提出すること。 
 

1２．打合せ協議 

工事打合せ記録簿等は、必要最小限かつ簡潔で良い 
 
・監督員は、過度な説明用の作成を求めないこと。 
・資料を添付する場合は、極力、既存図面や既存資料を活用。 
・設計変更を伴う内容は、特に工事打合せ簿にて協議し書面で残しておくこと。 
【注意】 
・共通仕様書等、ホームページ等で入手可能な一般的な基準類のコピーの添付は不要。 
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関係機関協議資料 

・許可後の資料は掲示でよい。監督員から請求があった場合は写しを提出。 
 

近隣協議資料 

・工事のお知らせや苦情対応等について、監督員に協議確認してから対応する。 
・監督員から請求があった場合は提出。 
 

ワンデーレスポンス 

・回答にあたり発注者で、協議や検討等が必要な場合は、「その日のうちに」に「回答日を
受注者に回答」することが必要。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO

NOYES

ワンデーレスポンスフロー

受注者からの協議等

監督員が措置可能な内容で「その日の

うち」に回答が可能か？

担当課長および関係機関に相談・報告

しその結論を「その日のうち」に回答

が可能か？

「その日のうち」に回答が困難な場合

対象外協議・検討等が必要で実回答に

時間がかかる場合には、いつまでに回

答か必要なのかを受注者と協議のう

え、回答日を設定する

「その日のうち」に受注者へ協議等に

対する回答をする

「その日のうち」に受注者へ協議等に

対する回答日を通知する

YES

回答例
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ウィクリースタンスを心がけよう 

令和 6 年 4 月より建設業において時間外労働の罰則付き上限が適用されました。 
 
【対象】 
・全ての工事を対象とする。 
（災害復旧工事、緊急を要する工事を除く） 
【取組み内容】 
・受発注者で確認・調整のうえ、取組み内容を設定し積極的に就業環境改善（ウィクリース
タンス）を行うものとする。 
 
（１）依頼日・時間および期限に関すること。 
（２）会議・打合せに関すること。 
（３）業務時間外の連絡に関すること。 
（４）その他、任意に設定すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取り組み例 
（１）期限に関すること 
・残業時間外に作業をしなければならない期限を設定しない。 
・休み明けを依頼の期限にしない。 
（２）打合せに関すること 
・昼休みや業務時間外に掛かるおそれのある打合せ開始時間の設定をしない。 
・打合せの終了時刻を定め時刻内に完了する。 
（３）連絡に関すること 
・業務時間外の連絡をしない。 
・受発注間でノー残業デーを情報共有する。 
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13．臨場確認（確認立会、材料確認） 

施工計画書作成段階で実施項目、頻度等を確認 
 
・施工計画書作成段階で、受注者と発注者で必要な工種、頻度等を確認し過度な臨場確認を
行わない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

材料確認は、設計図書において指定された材料のみで良い 
 
・設計図書（共通仕様書・特記仕様書）で指定された材料のみ実施（施工計画書の確認段階
で実施項目、確認頻度を確認しておく）。 
 

1４．施工書類(材料使用、品質管理、出来形管理、写真管理) 

工事主要材料使用総括表 
 
・主として材料使用届に記載した品目について、材料ごとにまとめて記入する。 
・設計数量については、工種ごとに算出してそれぞれ記入し、かつ合計を記入する必要があ
るが、使用数量については、合計のみ記入すればよい。 
 
注）設計数量の記入単位 
・生コンクリート・・・計算したス地の小数第 2 位を四捨五入し小数第 1 位で記入する。 
 
・Aｓ合材・砕石・鉄筋・・・計算した数値の小数第 1 位を四捨五入し整数で記入する。 
 
・建築工事の場合は、出荷証明書により確認する。 
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記載例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品質管理 
 
・設計図書に基づいて適切な目的物を確保するために、工種の各段階においておのおの適合
する茨城県土木工事施工管理基準によって管理、試験等を行い管理すること。 
・品質管理基準は、試験区分で「必須」となっていいる項目。または、特記仕様書で指定す
るもの監督員が必要とするものを実施するものとする。 
建設工事必携より（品質管理基準及び規格値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必ず行う項目

特記又は指示があった項目

・基準や摘要にあう試験回数を行う 
・該当しない場合は監督員と協議すること
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・工種ごとに必須項目があるので必ず確認すること。 
・試験区分は、必須なら必ず行う。その他は、特記仕様書に明記されているものや監督員が
必要と定めた場合は行うこと。 
・種別は、材料、製造、施行があるので注意。 
（1）材料・・・最終製品（構造物や製品）の品質を確保するために、その構成要素となる

原材料、部品、資材が規格値（基準値）に適合しているかを確認・管理。 
（例）配合計画書など 

（2）製造・・・工種の材料を使用し設計・企画された製品を、あらかじめ定められた基準
通りに、不良品を出さずに作り込むこと。 
（例）2 次製品など 

（3）施工・・・設計図書や基準書に定められた手順、品質、精度を満たしているか、現場
での作業段階において確認・検査する管理手法。 
（例）コンクリート打設など 

・規格値に適合すした材料を使用すること。 
・試験基準や摘要にあった試験回数や、対象規模を確認する。 
・該当しない場合は、監督員と協議し管理基準を定めること。 
 
品質管理一覧表（記載例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・その他に、品質管理一覧表に記載のある試験に対する試験表や管理図表など添付する。 
 
【よく使う試験表】 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 
・ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果通知書・圧縮強度試験管理図表・ｽﾗﾝﾌﾟ及び空気量試験表など 
土工・舗装 
・砂置換法による土の密度試験・平板載荷試験・混合物温度管理図表 
・ｺｱ-切削厚さ厚さｱｽﾌｧﾙﾄ量密度試験結果表・ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(抽出密度)試験結果通知書など 
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出来形管理 
 
・設計図書に基づいて適切な目的物を確保するために、工種の各段階において、おのおの適
合する茨城県土木工事施工管理基準によって測定、管理等を行うこと。 
・監督員の指示した箇所など主要な工事段階の区切り等には監督員の確認を受けること。 
・当初の施工計画書に立会・段階確認を予定し記入する。 
 
建設工事必携より（出来形管理基準及び規格値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・各工種によって基準があるので注意すること。 
編）共通・土木工事共通・河川・河川海岸・砂防・道路・公園緑地など他多数ある 
・工事現場にあった基準によって管理すること。 
 
出来形書類で必要なもの 
【出来形平面図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工種 測 定 項 目 や

許容範囲

工種測定間隔や

測定箇所

・設計値と出来形がの差が
分かるように記入する。 
・上段を実測値（朱書き）、
下段を設計値にする。

・出来形一覧表など付ける
と分かりやすくなる。
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【出来形管理一覧表】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【出来形管理図表】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最大値 最小値

今回の管理回数分の

平均値を記入 
+20+30+30+0＝80 
80/４＝+20

管理項目

規格値を超えないように管理する

社内規格値を設定すると点数 UP
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【出来形管理表（舗装工）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【出来形管理図（舗装工）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【その他】 
・面積計算書・平坦性測定・延長・残土量 各計算書関係資料 
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写真管理 
 
・写真管理は、各工事の施工段階及び工事完成後に明視できない箇所、施工状況、出来形寸
法、品質管理の状況、工事中の災害等について撮影し、整理し保管しておくことが重要。 
・ファイルの整理は、着手前・完成・施工状況・出来形管理・品質管理・安全管理・その他
に分けて整理する。 
【着手前・完成】 
・広範囲で撮影し施工前・施工後同じ位置で変化が分かるように撮影する。 
・撮影箇所を分かるように記載する。 
 
 
 
 
 
 
 
          着工前                 完成 
 
 
 
 
 
 
 
【施工状況】 
・施工中にどのように作業しているかどのような物を使っているか撮影する。 
撮影例：掘削状況、各敷均し、転圧、法面整形、布設状況、散布状況、打設状況、材料検収、
標尺設置状況など。 
 
 
 
 
 
 
 
     掘削状況            敷均し状況          転圧状況 
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     出来形測定           処分状況           材料検収 
【出来形管理】 
・各段階の施行が完成したときに設計値とおり出来ているか確認し写真におさめる。 
撮影例：砕石・ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎出来形、路盤出来形、ｱｽﾌｧﾙﾄコア厚測定、擁壁など寸法確認、鉄
筋などの寸法確認、杭芯測定など。 
 
 
 
 
 
 
 
     出来形測定         コアー厚測定           土量測定 
【品質管理】 
・試験などで、品質に問題がないか確認するとき。 
撮影例：平板載荷試験、現場密度試験、プルフローリングの測定、温度管理、生コンクリー
ト現場試験など。 
 
 
 
 
 
 
 
  生コンクリート現場試験       平板載荷試験        現場密度試験 
 
【安全管理】 
撮影例：安全協議会状況、朝礼状況、安全教育・パトロール状況、過積載防止状況、安全掲
示板、規制状況など 
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    危険予知活動          規制状況           安全掲示板 
【その他】 
共通仮設撮影例：快適トイレ、工事看板（建設業許可、労災保険、施行体系図、緊急連絡網、
建退共、再資源利用計画）など 
現場環境改善撮影例：熱中症予防、盗難防止対策、現場事務所の快適化、ゴミ分別、ゴミ拾
いなど 
 
 
 
 
 
 
 
   現場事務所の快適化         熱中症予防          工事看板 
 

マニュフェストのコピー提出は不要 
 
・契約数量の根拠は、集計表のみの提出とし、マニュフェストの提示を受けた監督員が集計
表を確認する。 
※主たる工種が解体工事の場合は提出。 
・残土・産業廃棄物の搬出における追跡調査の写真は不要。 
 

建設発生土について 
 
・建設工事すべて対象 
※建設発生土の土砂の流れを明確にすることは義務化されています。 
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【事務処理の流れ】 
担当課へ処分先相談→担当課が処分場へ申請(図１)→処分許可→運搬完了後担当課へ報告 
 
（写真、数量）→担当課から処分場へ報告(図 2)→処分場から受領書発行→完了（受領書受 
 
取(図 3)） 
 
 
 
 
【必要な書類】 
・完了報告書 ・写真 ・数量が分かる根拠資料（計算書や台数など） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       図 1 申請書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図 2 利用完了報告書            図 3 土砂受領書 

受注者が行う事

発注者が行う事
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安全教育・訓練等の実施資料は提出不要 
 
・安全教育及び訓練等の実施状況を記録した資料は、整備・保管するが、監督員の請求があ
った場合は掲示できる体制とし、提出は不要。 
・その他、災害防止協議会、新規入場者教育・過積載防止取組・仮設工の点検・管理、保安
施設の設置・管理等も提示できるよう、日頃の安全衛生に十分努めること。 
 

1５．中間前払・出来形検査 

中間前払い 
 

・入札公告および指名通知書で通知した中間前払が対象である工事に限る。 
・実施工程表の計が 50％以上である。 
・上記の対象工事は請負代金の 10 分の２以内の中間前払金を請求できる。 
【必要な書類】 
・工事履行報告書 
・中間前払認定請求書 
・実施工程表（出来高が確認できるもの） 
〇実施工程％は、「請負代金」と「現場で施行した金額」で算出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【請求の流れ】 
１．必要な書類を担当課へ提出 
２．担当課確認報告書と提出された書類を財政課へ 
３．財政課が中間前払認定調書発行 
４．請求書と中間前払認定書（コピー）、履行保証（保証会社による保証証書等）担当課へ
提出 
５．支払い 
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出来形検査 
 
・請負人に部分払いをするときまたは、契約解除に伴う工事の出来高部分払いをするときに
行う。 
・請負代金の 10 分の９以内の金額を請求できる。 
 
【必要な書類】 
・施行した部分の竣工書類が必要。 
 

1６．緊急対応時 

緊急対応工事の際の特例 
 
緊急対応とは・・・。 
緊急の対応を行わなければ、重大な市民生活等への影響がしょうじるおそれがあるもの。 
期間とは・・・。 
原則当日対応が基本ですが、資材の手配などで時間を要する場合は、２週間から１カ月の工
事期間をいう。 
【工事】 
緊急に施行しなければならない工事であって、競争入札に付す時間的余裕がない場合。 
１．堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事 
２．電気、機械設備等の故障や水道管の漏水、破裂等に伴う緊急復旧工事 
３．災害の未然防止のための応急工事 
 
【物品・業務委託】 
１．復旧用資材の買入れや復旧用資材の運搬車両の借入れなど直ちに機能を復旧しなけれ
ば支障をきたす場合 
２．災害への対応やその未然防止に伴う資材運搬や警備等の緊急対応業務を実施する場合 
３．緊急点検などの災害の未然防止のための応急業務 
※設備機器に関する事故発生時や災害時、緊急の必要により競争に付する時間的余裕がな
いときに適用する。 
 
【検査書類】 
・施行計画書（暫定的な内容でも可） 
・工事写真（着手前・施行中・完成、寸法等が写真内で明確な場合は、追加寸法記入は不要） 
・現場出来形平面図（設計値は見積書数量、ない場合は出来形寸法を記入） 
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・出来形管理図表、一覧表・品質管理図表、一覧表 
・工事主要材料使用総括表・安全関係資料 
・建設副産物情報 
 
【緊急時の特例】 
・書類の簡素化：建設工事必携による測定点数が５点未満の工種は出来形・品質監理図表の
作成が免除される。（出来形、品質一覧表は必要） 
・受発注者で協議し整理する。 

その他の案件は、通常通りの事務手続き、検査書類を作成すること。 
 
 

1７．その他 

・本ガイドに定めない工事関係書類については、受発注者の協議に
より定めるものとすること 
 
【桜川市ホームページに掲載しております】 

・桜川市情報共有システム実施試行方針 
・桜川市が発注する週休２日制試行工事の方針 
・熱中症対策の強化について 
・建設工事における技術者等の適正配置について


